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別 紙  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱  

（通則）  

1 母子家庭対策等総合支援事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交付する   

ものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、   

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下  

厚生省   

「適正化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年  令  

労働省   

第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  

（交付の目的）  

2 この補助金は、別表の第1欄に掲げる母子家庭等対策総合支援事業の実施に要する経費   

に対し補助金を交付し、もって地域における母子家庭等対策の一層の普及促進を図ること   

を目的とする。  

（交付の対象）  

3 この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、平成17年  

11月11日雇児発第‖110別号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙「児童虐   

待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第2の2に定   

める次の事業とする。  

（1）都道府県、指定都市、中核市、市（指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下  

同じ。）及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭等就業・自立支援事業  

（2）都道府県、指定都市及び中核市が行う母子家庭等日常生活支援事業並びに市町村（指  

定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う事業に対して都道府県が  

補助する事業  

（3）都道府県、指定都市及び中核市が行うひとり親家庭生活支援事業並びに市町村が行う  

事業に対して都道府県が補助する事業  

（4）都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭自立  

支援給付金事業  

（5）都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母子自立支援  

プログラム策定等事業  

別 紙  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱  

（通則）  

1 母子家庭対策等総合支援事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交付する   

ものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、   

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下  

厚生省   

「適正化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年  令  

労働省   

第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  

（交付の目的）  

2 この補助金は、別表の第1欄に掲げる母子家庭等対策総合支援事業の実施に要する経費   

に対し補助金を交付し、もって地域における母子家庭等対策の一層の普及促進を図ること   

を目的とする。  

（交付の対象）  

3 この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、平成17年  

11月11日層児発第1】11001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙「児童虐   

待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第2の2に定   

める次の事業とする。  

（1）都道府県、指定都市、中核市、市（指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下   

同じ。）及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭等就業■自立支援事業  

（2）都道府県、指定都市及び中核市が行う母子家庭等日常生活支援事業並びに市町村（指   

定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う事業に対して都道府県が  

補助する事業  

（3）都道府県、指定都市及び中核市が行うひとり親家庭生活支援事業並びに市町村が行う   

事業に対して都道府県が補助する事業  

（4）都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭自立  

支援給付金事業  

（5）都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母子自立支援  

プログラム策定等事業   
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（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、算出された合   

計額に1，000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。  

（1）3の（5）以外の事業  

ア 都道府県、指定都市及び中核市が行う事業（3の（1）（4）については市及び福  

祉事務所を設置する町村が行う事業を含む。）   

（ア）別表第2欄の各種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実  

支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除し  

た額とを比較して少ない方の額を選定する。   

（イ）（ア）により選定された額（3の（2）の事業については、選定された額から平成  

15年6月18日雇児福発第0618001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課  

長通知の「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の別紙2に定める  

費用負担基準による徴収額を控除した額）に第5欄に定める補助率を乗じて得た額  

を交付額とする。  

イ 市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業  

アの（ア）に準じて選定された額（3の（2）の事業については、選定された額から  

平成15年6月18日雇児福発第0618001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福  

祉課長通知の「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の別紙2に定め  

る費用負担基準による徴収額を控除した額）に4分の3を乗じて得た額の合計額と 、  

都道府県が補助した額の合計額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を  

乗じて得た額を交付額とする。  

（2）3の（5）の事業  

別表第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない   

方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額  

を交付額とする。  

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、算出された合   

計額に1，000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。  

（1）3の（5）以外の事業   

ア 都道府県、指定都市及び中核市が行う事業（3の（1）（4）については市及び福  

祉事務所を設置する町村が行う事業を含む。）   

（ア）別表第2欄の各種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実  

支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除し  

た額とを比較して少ない方の額を選定する。   

（イ）（ア）により選定された額（3の（2）の事業については、選定された額から平成  

15年6月18日雇児福発第0618001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課  

長通知の「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の別紙2に定める  

費用負担基準による徴収額を控除した額）に第5欄に定める補助率を乗じて得た額  

を交付額とする。  

イ 市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業  

アの（ア）に準じて選定された額（3の（2）の事業については、選定された解から  

平成15年6月18日雇児福発第0618001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福  

祉課長通知の「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の別紙2に定め  

る費用負担基準による徴収観を控除した額）に4分の3を乗じて得た額の合計額と、  

都道府県が補助した額の合計額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を  

乗じて得た額を交付額とする。  

（2）3の（5）の事業  

別表第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない   

方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額  

を交付額とする。  

（交付額の下限）  

5牒こは、   

交付の決定を行わないものとする。  

（交付の条件）  

軋 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を受  

けなければならない。  

（2）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

（3）事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具に   

ついては、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定   

める期間を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に  

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。  

（交付の条件）  

且 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を受  

けなければならない。  

（2）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

（3）事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具に  

ついては、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定  

める期間を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に  

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。   



（4）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その  

収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（5）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善  

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならな  

い。  

（6）この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による調  

書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書  

及び書庫書類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を  

受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。  

（7）都道府県は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、  

当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければな  

らない。  

（8）都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、（1）から（6）に  

掲げる条件を付さなければならない。  

この場合において（1）、（2）及び（4）中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県  

知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、（3）中「厚生労働大臣の承認」とある  

のは「都道府県知事の承認」と、（6）中「補助金」とあるのは「間接補助金」と読み  

替えるものとする。  

（9）（8）により付した条件に基づき都道府県知者が承認する場合には、あらかじめ厚生  

労働大臣の承認を受けなければならない。  

（10）間接補助事業者から財産の処分による収入の全部文は一部の納付があった場合には、  

その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（申請手続）  

ヱ この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家  

庭自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、別紙様式第2による申請書を都道府県知事が別に定める日までに都道府  

県知事に提出し、都道府県知事は、前記申請書を受理したときは、必要な審査を行い、  

適正と認めたときはこれをとりまとめのうえ、毎年度10月末日までに厚生労働大臣に  

提出するものとする。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第3による申請書を毎年度10月末日までに厚生労働大臣に提出して行うも  

のとする。  

旦 この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請   

（変更申請手続）    等を行う場合に は、ヱに定める申請手続きに従い、毎年度1月末日までに行うものとする。  

（4）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その  

収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（5）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善  

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならな  

い。  

（6）この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による調  

書を作成し、これを事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承  

認を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。  

（7）都道府県は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、  

当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければな  

らない。  

（8）都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、（1）から（6）に  

掲げる条件を付さなければならない。  

この場合において（1）、（2）及び（4）中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県  

知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、（3）中「厚生労働大臣の承認」とある  

のは「都道府県知事の承認」と、（6）中「補助金」とあるのは r間接補助金」と読み  

替えるものとする。  

（9）（8）により付した条件に基づき都道府県知事が承認する場合には、あらかじめ厚生  

労働大臣の承認を受けなければならない。  

（10）間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、  

その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（申請手続）  

6 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家  

庭自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、別紙様式第2による申請書を都道府県知事が別に定める日までに都道府  

県知事に提出し、都道府県知事は、前記申請書を受理したときは、必要な審査を行い、  

適正と艶めたときはこれをとりまとめのうえ、毎年度10月末日までに厚生労働大臣に  

提出するものとする。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第3による申請書を毎年度10月末日までに厚生労働大臣に提出して行うも  

のとする。  

（変更中諸手続）  

ヱ この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請   

等を行う場合には、且に定める申請手続きに従い、毎年度1月末日までに行うものとする。  
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（交付決定までの標準的期間）  

旦 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内   

に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。  

（補助金の概算払）  

旦 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内に   

おいて概算払をすることができる。  

（実績報告）  

遁 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家  
庭自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、別紙様式第4による報告書を都道府県知事が別に定める日までに都道府  

県知事に提出し、都道府県知事は、前記報告書を受理したときは、必要な審査を行い、  

適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月10日（旦の（2）により事  

業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算  

して1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第5による報告書を、翌年度4月10日（旦の（2）により事業の中止又は  

廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を  

経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（補助金の返遭）  

址 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える   

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する   

ことを命ずる。  

（その他）  

週 特別の事情により4、旦、ヱ及び⊥且に定める算定方法、手続きによることができない   
場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。   

（交付決定までの標準的期間）  

旦 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内   

に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。  

（補助金の概算払）  

週 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内に   

おいて概算払をすることができる。  

（実績報告）  

Ⅱ この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実喝する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家  

庭自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、別紙様式第4による報告書を都道府県知事が別に定める日までに都道府  

県知事に提出し、都道府県知事は、前記報告書を受理したときは、必要な審査を行い、  

適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月10日（旦の（2）により事  

業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算  

して1か月を経過した白）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第5による報告書を、翌年度4月10日（旦の（2）により事業の中止又は  

廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を  

経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（補助金の返還）  

廷 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える   

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する  ことを命ずる。  
（その他）  

13 特別の事情により4、ヱ、旦及び⊥⊥に定める算定方法、手続きによることができない   

場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。  
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別 表  別 表  

1区分  2種目  3基準額   4対象経費  5補助率  1区分  2種目  3基準額   4対象経費  5補助率  

母子家  母子家庭等就  母子家  母子家庭等就  

庭等対   庭等対   
策総合  業・自  策総合  業・自  （5）の各事業については、事業毎の金額に、事業の  タ一事業の実施に  
支援事  立支援  実施数に応じ次の率を乗して得られた額の合計額   必要な報酬、共済  支援事  立支援  実施数に応じ次の率を乗して得られた額の合計額   必要な報酬、共済  
業  事業   ・1事業又は2事業を実施している場合 0，9   費、報償費、貸金、  業  事業   ・1事業又は2事業を実施している場合 0．9   費、報償費、貸金、  

・3事業を実施している場合  0．95   旅費、需用費（食  ・3事業を実施している場合  0．95   旅費、需用費（食  

・4事業を実施している場合  1．0   糧費、印刷製本  ・4事業を実施している場合  1．0   糧費、印刷製本  
費消耗晶費）役  費、消耗品費）、役  

務費（通信運搬  
1母子家庭等就業・自立支援センター事業   

務費（通信運搬  

1母子家庭等就業・自立支援センター事業  費）委託料使用  費）、委託料、使用  

（1）就業支援事業   料及び賃借料、備  （1）就業支援事業   料及び貸借料、備  

1センター当たり 6，736，000円   晶購入費  1センター当たり 6，736，000円   晶購入費  

（2）就業支援講習会等事業  （2）就業支援講習会等事業  

1センター当たり 8，541，000円  1センター当たり 8，541，000円  

（3）就業情報提供事業  （3）就業情報提供事業  

1センター当たり 乙釘且堅迫巴  1センター当たり 2⊥星組巴  

（4）在宅就業推進事業  （4）在宅就業推進事業  

1センター当たり 2，000，000円  1センター当たり 2．000，000円  

（5）母子家庭等地域生活支援事業  （5）母子家庭等地域生活支援事業  

1センター当たり  3，359，000円  1センター当たり 3，359，000円  

（6）母子家庭等就業・自立支援センター  （6）母子家庭等就業・自立支援センター  

指導職員養成セミナー事業  指導職員養成セミナー事業  

1ブロック当たり  ⊥旦組巴  1ブロック当たり  土⊥地巴  

一般市等就業・  一般市等就業・  

次により算出された額の合計額  自立支援事業の実  1／2  次により算出された額の合計額  自立支援事業の実  1／2 

施に必要な報酬、  ・2 一般市等就業・自立支援事業   
施に必要な報酬、  

2 一般市等就業・自立支援事業  
共済費、報償費、  共済費報償費  
貸金、旅費、需用  1市又は1福祉事務所設置町村当たり 2，000，000円  貸金、旅費、需用  

費（食糧費、印刷  費（食糧費、印刷  

製本費、消耗品  製本費、消耗品  

費）、役務費（通信  費）、役務費（通信  

運搬費）、委託料、  運搬費）、委託料、  

使用料及び賃借  使用料及び貸借  

料、備品購入費  料、備品購入費  



母子家庭等日常  
生活支援事業の実  
施に必要な報酬、  
賃金、報償費、旅  
費、需用費（印刷  
製本費）、役務費  
（通信運搬費）、  

委託料   

母子家  
庭等日  
常生活  
支援事  
業  

母子家庭等日常  
生活支援事業の実  
施に必要な報酬、  
賃金、報償費、旅  
費、需用費（印刷  
製本費）、役務費  

（通信運搬費）、  
委託料  

母子家  
庭等日  
常生活  
支援事  
業  

次により算出した額の合計額  

1事務費分   

1か所当たり131，000円  

次により算出した額の合計額  

1事務費分   

1か所当たり131，000円  

2 派遣手当分  

（1）子育て支援  

2 派遣手当分  

（1）子育て支援  

深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～  
18：00）  

なお、講習会会場、そのはか適切な施設にて  
子育て支援をする場合については、次のイの  
単価とする。  

（ア）児童1人の場合  

深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～  
18：00）  

なお、講習会会場、そのほか適切な施設にて  
子育て支援をする場合については、次のイの  

単価とする。  

（ア）児童1人の場合  

ア  ア  

740円×延活動単位数   

（イ）児童2人の場合  

740円×延活動単位数×1．5  

（ウ）児童3人の場合  

740円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

740円×延活動単位数×2．5  

（オ）児童5人の場合  

740円×延活動単位数×3  

イ講習会会場等  

1，110円×延活動単位数  

ウ早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）   
なお、宿泊する場合については、宿泊分（22   
時～翌5時）の時間については次のエの単位   

とする。   

（ア）児童1人の場合  

920円×延活動単位数  

（イ）児童2人の場合  

920円×延活動単位数×1．5  

（ウ）児童3人の場合  

920円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

920円×延活動単位数×2．5  

740円×延活動単位数   

（イ）児童2人の場合  

740円×延活動単位数×1．5   

（ウ）児童3人の場合  

740円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

740円×延活動単位数×2．5  

（オ）児童5人の場合  

740円×延活動単位数×3  

イ講習会会場等  

1，110円×延活動単位数  

ウ早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）   
なお、宿泊する場合については、宿泊分（22   
時～翌5時）の時間については次のエの単位   

とする。   

（ア）児童1人の場合  

920円×延活動単位数  

（イ）児童2人の場合  

920円×延活動単位数×1．5  

（ウ）児童3人の場合  

920円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

920円×延活動単位数×2．5  
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（オ）児童5人の場合  

920円×延活動単位数×3  

エ宿泊分  

3，680円×延児童数  

オ移動時間   

移動時間については、訪問先から次の派遣先   
に移動する場合について、次のように活動単   
位数を換算し、1，530円を乗じて得た額とする。  

（オ）児童5人の場合  

920円×延活動単位数×3  

エ宿泊分  

3．680円×延児童数  

オ移動時間   

移動時間については、訪問先から次の派遣先   
に移動する場合について、次のように活動単   
位数を換算し、1．530円を乗じて得た額とする。  

1，530円×延活動単位数  

（ア）30分未満は、0単位  

（イ）30分以上1時間未満は、0．5単位  

（ウ）1時間以上は1単位  

（2）生活援助   

ア深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～18：00）  

1，530円×延活動単位数   

イ早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）  

1，910円×延活動単位数   

り 移動時間  

移動時間については、訪問先から次の派遣先  
に移動する場合について、次のように活動単  
位数を換算し、1，530円を乗じて得た額とする。  

1，530円×延活動単位数  

（ア）30分未満は、0単位  

（イ）30分以上1時間未満は、0．5単位  

（ウ）1時間以上は1単位  

1，530円×延活動単位数  

（ア）30分未満は、0単位  

（イ）30分以上1時間未満は、0．5単位  

（ウ）1時間以上は1単位  

（2）生活援助   

ア深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～18：00）  

1，530円×延活動単位数   

イ 早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）  

1，910円×延活動単位数   

ウ移動時間  

移動時間については、訪問先から次の派遣先  
に移動する場合について、次のように活動単  
位数を換算し、1，530円を乗じて得た額とする。  

1，530円×延活動単位数  

（ア）30分未満は、0単位  

（イ）30分以上1時間未満は、0．5単位  

（ウ）1時間以上は1単位   

＝も■iL、昌Tごコi．こrE下⊆＝：「－  
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ひとり   ひとり親家庭生活  ひとり   ひとり親家庭生活  

親家庭  支援事業の実施に  親家庭  支援事業の実施に  

生活支  必要な報酬、賃  生活支  必要な報酬、賃  

接事業   
援事業   需用費（食糧費   需用費（食糧費   

198，000円×講座開催回数  消耗品費）、役務  198，000円×講座開催回数  消耗品費）、役務  

費（通信運搬費）、  費（通信運搬費）、  

委託料、使用料及  委託料、使用料及  

2健康支援事業  
び賃借料   県が補  金、報償費、旅費、  2健康支援事業  県が補  

1か所当たり934，000円  1か所当たり934，000円  
金、報償費、旅費、  

3土日・夜間電話相談事業  3土日・夜間電話相談事業  

1か所当たり2，612，000円  1か所当たり2，612，000円  

4児童訪問援助事業  4児童訪問援助事業  

（1）1回の訪問が1日場合  （1）1回の訪問が1日場合  

1避迫巴×訪問延回数  L坐旦巴×訪問延回数  

（2）1回の訪問が半日の場合  （2）1回の訪問が半日の場合  

姐旦巴×訪問延回数  皇⊥旦呈旦巴×訪問延回数  

5ひとり親家庭情報交換事業  5ひとり親家庭情報交換事業  

1か所当たり 213，000円  1か所当たり 213，000円  

母子家   母子家庭自立支援  母子家   母子家庭自立支援  

庭自立  給付金事業の実施  庭自立  給付金事業の実施  

支援給  に必要な負担金、  支援給  に必要な負担金、  

補助及び交付金、  
付金事 業   

補助及び交付金、  
付金事 業   

扶助費   扶助費   

教育訓練経費の20％相当額  教育訓練経費の20％相当額  

（4，001円以上100，000円以下）  （4，001円以上100，000円以下）  

なお、教育訓練開始日が平成19年9月以前の場合  なお、教育訓練開始日が平成19年9月以前の場合  

教育訓練経費の40％相当額  教育訓練経費の40％相当額  

（8．001円以上200，000円以下）  （8，001円以上200，000円以下）  



新  旧  

2高等桔能訓練堰・i煙管等事業  2高等技能訓練促進費事業  

（1）高等指名巨訓練促進曹  

ア平成19年摩以前に修業を開始した  103，000円×支給延月数  

103．000円×支給征月数  

（ア）市町村民税非課税世幕に属する者  

103、000円×支給班月数  

（イ）（ア）以外の者  

51．500円×支給征月数  

ア市町村昆税非課税世帯に属する者  

50．000円×支給班月数  

イア以外の者  

25、000円×支給妊月数  

3常用雇用転換奨励金事業（経渦枯骨分）  

300．000円×支給証件数  

業に必要な報酬、  業に必要な報酬、  

1プログラム当たり20．000円  1プログラム当たり20，000円  

2就職準備支援コース事業   2就職準備支援コース事業   

1人1か月当たり 30，000円（3か月を上限）  1人1か月当たり 30，000円（3か月を上限）  



，  

別紙様式箋1  

母子家庭等対策総合支援事業貴国庫補助金調書  
試1首府l旦r指貫き8高・中指高・市町靂寸1  

歳入  補助届  

I斗日  ：1：‡  収入講評  

∃  

円 ‖  円  

【T‾  

予算現諦  うち国庫捕助金  相当謂   支出済謂㌻うち  

円   円   
「  

i   

】   

t   

【  

1．rH自」は．団の歳出子那斗自の区分に対応する部分まて区分して；己鼓すること．  

2・「予算祝辞」は、歳入にあってほ、当初予算謂、補正予算謂等の区分を∴議辻にあってほ、室‖刀子真領 捕正子舞踊、〒浦賀支出謂、流用増減謂等の区分を明らかにして記載すること．  

3「幅考」は 参考となるへき事Ⅰ声そ連写詑鼓すること．  

別紙様式篤1  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金調書  
藍色キ首府t旦【1旨7Fモt罵■中柁再・   

＝   

放出予算I斗巨  交†1決定の盲   

円   

】  

」＿＿＿   

捕肋空  

扇  科目  

l   

地方公共団倖  

罷出  

事斗自   子買現盲軍  うち禁欝金支出講評ぅち欝孟  

備考  

P】   円  円   円  

1    n    Ⅷ    1    L     】    】 ‖ ∩   

「′王）   

1「科巨＝は．雷の読出干草事斗目の区分に対応する部分まて区労して三己鼓すること．  

2「予算現謂」は 歳入にあっては．当1月子写謂、捕正子耳謂弓の区分モ 売出にあっては、竺‖刀子夏謂 補正予算謂、予備黄玉出講．荒即苦腐謂琴の区分モ明らかにして記載すること．  

3「信号」は．手考となるへさ享埠を適宜詑鼓すること．  
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別紙様式第2  番  号  

平成  年  月  日  

別種様式第2  番  号  

平成  年  月   日  

厚 生 労 働 大 臣 殿  厚 生 労 働 大 臣 殿  

市 町 村 長 印  市 町 村 長 印  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の交付申請について  母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の交付申請について  

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  

1 国庫補助金交付申請額  金  1 国庫補助金交付申請額  金  

母子家庭等就業・自立支援事業（一般市等就業・支援自立支援事業）  

金  円  

母子家庭自立支援給付金事業  金  円  

母子自立支援プログラム策定等事業 金  円  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書（別表1）  

3 母子家庭等対策総合支援事業計画書（平成17年11月11日雇児発第1111001号厚生   

労働省雇用均等・児童家庭局長通知の「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭   

等対策総合支援事業の実施について」の別紙「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母   

子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第4による事業計画書）  

（添付書類）  

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄  

に明記すること。）   

（2） その他参考となる資料   

母子家庭等就業・自立支援事業（一般市等就業・支援自立支援事業）  

金  円  

母子家庭自立支援給付金事業  金  円  

母子自立支援プログラム策定等事業 金  円  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書（別表1）  

3 母子家庭等対策総合支援事業計画書（平成17年11月11日雇児発第1111001号厚生   

労働省雇用均等・児童家庭局長通知の「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭   

等対策総合支援事業の実施について」の別紙「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母   

子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第4による事業計画書）  

（添付書類）  

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄  

に明記すること。）   

（2） その他参考となる資料  



母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書  

事業名  
人  B   C  邑爛   扁何会 その他の収入予定  謂    差引謂 （A－B）        選定謂  T  国瑚美東領。E醐助脚H   
円   円   円   円   円   

1  

［【エ  

区    分  
3′4  

母子家屋自立支程給付金事業  
lO′1  

】 円 】   

（記乾上の注意）  

）、「母子貫底自立  

（市町村塑直王さ欄助事業〉に・ついて記戟すること．  

2E偶には．不通知に定める基準硝を記入すること．  

3開削こほ，各事業ごとに（：：桐．工）摘及び三伯とを比摸して．最も少ない靖卓記入すること．  

4G相には．各事業ことくこF閥の析キ記入すること．  

美事業lこついてl  
か生した場合は、これキ切はてるものとする。）  

l  

‖  

（別表1〉  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書  

（市町村名）  

慮  

† （記載上の往昔）  
層雲藍葺葺≡∃  
E l不敗市及び副手斬を設削る耶州子う「一折等終自立三脚削珊亨寸嬰直接勅事凱「母箱屋自立貢桂給付金事業」（珊履直朗助事業）及び「母子自立支援プログラム矩串熟   〈市町村¢直接補助事業）について記乾すること 

．  

2E渦はま働こ定める茎鞘臥すること・  

、 

L   5凋にほ，G欄の矧二1／2（母子家屠白玉支積給付金事業については3／4、母子自立支線プログラム策定美事業については10／10）を乗した諏を記入すること．（事業ごと（請出れた矧こ1．の：′円東格の端数  
竜  

3F帽にほ各事業ごとにd吼D閥及び王閥とを比稲して、最も少・ない消音記入するこ・と．  

が生した場合は．これを切ほてるむのとする．〉   
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別紙様式第 3  別紙様式第 3  番  号  

平成  年  月  日  

番  号  

平成  年  月   日  

厚 生 労 働 大 臣 殿  厚 生 労 働 大 臣 殿  

都道府県知事  

指定都市市長  印  

中核市市長  

都道府県知事  

指定都市市長  印  

中核市市長  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の交付申請について   母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の交付申請について   

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  

1 国庫補助金交付申請額  金  円  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書（別表1）  

3 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額明細書（別表2）  

4 母子家庭等対策総合支援事業計画書（平成17年11月11日屈児発第1111001号厚生   

労働省雇用均等・児童家庭局長通知の「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭   

等対策総合支援事業の実施について」の別紙「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母   

子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第4による事業計画書）  

（添付書類）  

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄  

に明記すること。）   

（2） その他参考となる資料   

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  

1 国庫補助金交付申請額  金  円  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書（別表1）  

3 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額明細書（別表2）  

4 隆子家庭等対策総合支援事業計画書（平成17年11月11日雇児発第1111001号厚生   

労働省雇用均等・児童家庭局長通知の「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭   

等対策総合支援事業の実施について」の別紙「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母   

子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第4による事業計画書）  

（添付書類）   

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄  

に明記すること。）   

（2） その他参考となる資料  



（別表1）  

⊥鹿追爵点こま馳五二旦玖直義 」 ＋  
母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書  

「冊 」事業名  
㍑事業雇   

A   

円   

（母子茶庭等比業・8立支ほセンター事業）  

，l■■  

B  索㌃1‾恋  C D   算定憂世に よる算定誼  ヱ  円  選；王讃  F  円      国庫補助所要   
指定ホ市  

市町村分  
好運用¶  

指定  
Uとり親友度生憎文様事業  

王室3  

市町村介  

母子貢庭自立支闇闇腔ほ事業  

母子自立文事靂プログラム策定等事業  
母子；支度等比業・自立文書量事業      円  円  R    円 引 1  円 ‖  母子友磨等日常生活文相事業    中】有高鯛          u        l  

【  

母子貢茫等対策絶食文事農事業  

（i已駄上の注意）  

1吏褒は、都道府県が7テ）事業（智正府県、指定都市  
寸ること，なお、市及tr袖祉事描所を桧tする町村が  
プログラム策定等事＃」（市町村の直接補助事業）に－  

2 E柵には、本最知lコ蜘陀柁入すること．  

3F恥こは、各事業ごとにC椚】、D聞及びE柵とを比一久  

4 G蘭には．平成15年6月188産児祐乗弟061800  

る徴収予定譜の合計許をi己人すること．  

1   

5ト冊m烏L各事業ごとにF柵わ、らG蘭を差し引いた漂  
6Ⅰ価こは、H柵の潔に1／2（母子家庭き立文書吏l畠11  
東浦の無数が生じた場合は、これを切指てるものとす  

7 なお、母子言庭等日常生桔支ほ事業及びひとり親；   

t  

】     】 区分    事   

及び中窃市の置洋神助事業）、市町村が行う事業に対して新道府県が補助する事業（市町村の閲梓補助亭礫）について以下2一－7に基づき．竜己入  
行う丁一般市等就業・自立支ほ事業」（市町村の置持補助事業）、「母子茶庭自立文事長l引寸主事業」（市町村の直持補助す業）及び「母子自立支ほ  

ついてほ、別紙様式第2の別表1にi己入寸ること．  

較して、最も少ない詣を陀入寸ること．  

1号厚生労働省雇用均等・児1五度局芸庭福祉課長通知の「母子芸鰹等日常生活支は事業の円滑な遅冨について」の別紙2の辛用負担壬準によ  

訝をi己入寸ること．  

寸皇事業については3／4．8子自立支ほプログラム策定等事業についてほ10／10）を乗した領を亘己敲寸ること．（事業ごとに算出与れた謂に1．000円  

去庭生活丈I£事業の市町村分の各紳乃謂は、別表2の①及び②の「※い・※4」の主語を絶入寸ること．  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書  

事  業  名   
A   B   C   

P】   円   

（母子芸脛等比業・自立支揉センター事勅  

円   

母子買戻写飲茶・自立文様事業  
醐分  

母子友即生 

1琶慧≡                「 
8子自立支I更プログラム策定等事業  

毒 
軒  裏盆事業モ    寄付金その他 の収入予定領    差弓ヨ （A－B）    職‡三貴の 支出予定調  D  井定量準に よる井定笥  E  選定頚  r  モ用負担箋準に よる徴収予定三可  G  国胴脚軒可           円  円1  円  円  サー。 】1′2   

母子家産等対策托含真横事業  

（畠己敲上の7主意）  

1太秦は、新車用県が行う事業（都議府軋指定郡市及び中法市の直抒補助事業）、市町村かiテう事業に対して都道開府が補助寸る事業（市町村の閲棒補助事業）について以下2・－7に基づき．柁入   
すもこと．なお∴市及び禍址事瑞軒雪枝覆する町村がfテラ「一般市等紙業t自立文枝事＃」（市町村の直搾補助事業）、「母子芸歴自立支接‡引寸全事業」（市町Hの正博補助事業）及び「母子β正文ほ   
プログラム策定等事＃」（市町村の直接補助事業）については、Sり紋停式誇2の別表1にi己入すること．  

2 E事間には．東通知広丘ぬ£真壁屈性詑入すること．  

3 Ff耶二ほ∴各事業ごとにC札DI柁及びE用とを比睾丸．て、兢も少ない調を詑入すること．   

4 G榔二ほ、平成15年6月18日雇児祐乗第06180つ1号厚生労働省信用均等・児i買戻局妄庭鴇址深長通知のー母子芸歴吉日常生活文枝事業の円滑な連富について」の別紙2の官用負担量準によ   

る徴収予定領の合計譜をi己入すること．  

5 H椚ハニは、各事業ごとにF肋、らG一両を差し引い／こ訝をi己入すること．   

6 丁細こほ．H憮の妄耶こ1／2（母子貰庭自立支媛‡封寸全事業についてl丈3／4、母子自ユ文才蒙プログラム策定等事業については10／1qノを禁じた調そ柁航すること．（事業ことに井出された弥こ1．DOO円   

未謁の端激が生した場合は．これを切絶てるものとする．）   

7 なお．母子左岸等日常生活文事芸事業及びひとり祝言露呈桔文揉亭革の市町村分の各柵フ）調は、別表2の（D及び①の「※1・、※4」の主調をi己入すること．  

＿  ＿＿＿＿＿＿i  

33   



①
 
 
 

2
 
 

表
 
 

側
 
 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額明細書  

（1）母子家庭等日常生活支援事業  

市町村名   拉事業文   

B   ⊂   1 丁   G   H   人   
円   円   円   円   円 円   円  円   

H  

合計  ／   ／  
（記観上の注意）  

1棉眈軒家辟膵班貫揺革新うち、柵村粥浦業‘謝して都那膿醐助†る指（珊村の朋舶事案〉のみを臥し・机脚軋指定折及び中間の醐助事業については、   
記入の必要がないこと．（直捜神助事業については、別表1に記入のこと■）  

2（識別こは、市町村ごとlこA澗からB腫モ笈し帥サ＝碑首駐入すること・  
3E締には．市町けごとに本連邦に定める基準語を記入寸ること・  
4F榔こは、市町村ごとに（＝欄瓢班及こ柁憎と舎比推して・最も少机、批記入すること・  
5C絹耽珊村ごとに平成腐抑8日就職第001抑1朋妨媚別線児i家離家庭福祉渥通知の「母子家庭等日†生活支援事業の円肌遷宮について」の別紙少朋摘封  
lこよる撤収予定額の合計塀徳だ入すること．  

6潤こは、市町村ごとぼ偶かちG帽t善し帥葉塀t記入すること・  
7偶にはH閥の市町村合計楓こ3／祇乗じたモ枇記入寸ること・  

8K跡二ほ、1㈲む問とを比較して、いすれか少ない方の雪総記入すること・  
9L偶には．K櫛の沸こ2／3を乗じた恥正人すること●（1・∝州南の咄が生じた鳩舎は、これを切持てるものとする・）  

（別表2－①）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額明細書  

（1）母子家庭等日常生活支援事業  

市町羽毛   ㈱柁ほ漂競  
K  l．  さ  C   

円 円   田   再   
E   F   

円   用   
G   
円   

H   

合計  

（記載上の注意）  

1本義には母子寮度等日常生活支採草斯うち．珊村弼滞熟剖して郁遭棚湖附る事業（市町榊間接勅専業〉のみ沌入し・乱脈鳳・指定折及び輔和昭櫓執事芙l⊃いては   
紀入の必要が枯、こと．（正接補助事実については、別表1に記入のこと・）  

2（コ献二は、市町村ごとlこA帽紛らB閥モ差し引いたi蛙妃入すること．  

3E悔には、市町村ごとに不遇知に定める基準恥妃入7ること・  

4F偶にlと市町村ことに（コ駄口腹及こ陀喘とせ比較して、最も少机制記入寸ること・  
5C偶に（土、珂村ごとに平成1由月朋雇児限細1即1朋併催嗣略服家離家彪吼課長妙が母子貫辟日曜滝支柱革新円軌道嘗についてJの別晩節椚腫基準   
による徴収予定獅の合計詳モ記入丁ること．  

6H惜にほ、市町村ごとlこF佃かちG掘を善し帥吹雪熊妃入すること・  

7用引こは．H渦の市町村合計訊こ3／破棄した一敗記入する＝と．  

きK喘にILl脱臼簡とモ比較して．いすれか少ない方の額モ記入丁ること・  

9L鰍こは欄の捕に2／3車乗じた脈記入†ること・（1・∝D円嘉祈〉鴇緻が生じた培合は、これモ切持てるものとする・）  
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〔別表2－②）  

（2）ひとり親家庭生活支援事業  脚県名）  

B   C   D   E   T   G   H   n  ㍑事業モ  A  寄付金モの他 の収入予定謂    差引謂 （A－B）    対分枝費の 支出予定謂    算定主動こ よる算定尋    遅㌢薫：召    （Fx3／4）    都道府県補助 璃    日√㌻妻  日 さて  ▲二 三  l円  
M  

円   円   円   円   円   円   円  

※3   

※4 」   
（記較上の注意〉  

1本妻には、ひとり規家庭生活支援事業のうち．市町村が行う事業に対して郁運附則i補肋寸る事業（市町村の間接補助事業）のみを記入し．都道府軋指定都市及び中積市の直接補助事戴こついては、   

記入の必要がないこと．（直緒補助事熟二ついては、別表1に記入のこと．）  

2 Cf凱こは、市町村こ一とにA絹からB目指差し引いた碑モ記入すること。  

3E胤こは．市町村こ■とに本通知に定める基準額そ記入すること．  

4F備には、市町村ごとにC帽l、D侃及びE問と睾比較して．最も少ない辞せ記入すること．  

5G偶には、F閥の市町村合計‡割こ3／4モ乗じた根号記入すること。   

6Ⅰ佃にほ、G潤とH腸と喜比較して、いすれか少ない方の‡軸記入寸ること．  

7J鼎こは、欄の執二2／施乗した諦t記入すること．（1．000円未満の端数が生した場合は、これを切捨てるものとする・）  

（別表2－②）  

（2）ひとり親家庭生活支援事業  

補助  
事皇事業費   （A－B）   

人   C   D E   F   

円 円   円   円   円   円 

←一Ⅵ ＋  

」  

†    ．／  
（記載上の〉主意〉  

1不義には，ひとり親家屋生活三接事業のうち、市町村が行う事熟二対して都道府酎ヾ補助する事業（市町村の問姥補助事業）のみを記入し、都道府県指定郡市及び中楕市の直接補助手製二ついては   

記入の必要がないこと．（直律補助事業については、別表1に記入のこと．）  

2 C軌こは、市町村ごと【こA聞からB欄喜差し引いた書韓記入すること。  

3 E柘】には、市町村ことに不通知に定めち基準硝そ記入すること．  

4 日瓢二は、市町村ごとにC吼口欄及びE澗と宴比妻乳／て、最も少ない喜韓記入すること。   

5 G簡には，F澗の市町村合計王朝こ3／′4車乗した雷韓記入すること．  

6Ⅰ瓢二は．G憫とH閥とモ比I壬して、いすれか少ない方の富根記入すること．  

7J絹には」閥の扱こ2／3そ乗じた言百草記入すること．（1．00〇円未満の端折一生Lた場合は．これを切捨てるものとする．）  

」⊥   
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番  号  

平成  年  月   日  

別紙様式第4  番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第4  

厚 生 労 働 大 臣 殿  厚 生 労 働 大 臣 殿  

市 町 村 長 印  市 町 村 長 印  

母子家庭等対策総合支援事業の事業実績報告について  母子家庭等対策総合支援事業の事業実績報告について  

標記について、その事業実横を次のとおり関係書類を添えて報告する。  標記について、その事業実績そ次のとおり関係書類を添えて報告する。  

1 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書（別表1）  

2 母子家庭等対策総合支援事業内訳書（別表2）  

添付書類  

（1） 当該年度の歳入歳出決算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出済額を備考欄に  

明記すること。）   

（2） その他参考となる資料   

1 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書（別表1）  

2 母子家庭等対策総合支援事業内訳書（別表2）  

添付書類  

（1） 当該年度の歳入歳出決算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出済額を備考欄に  

明記すること。）   

（2） その他参考となる資料  



「
皇
ら
■
 
 
 

＋
 
 

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書  

（市町村名）  

の収入胡   玉東雪I   

A   B   C   D   E  r   G   H   

円   円   円   円   円   円   円   円  
1／Z   

3／4   

事  業  名  ヒ．．．l    寄付金その他  差引讃  対象柱モの  ■定基準に  選定謂    些車 こ■l  匡Iヰ袖助  阻庫補助金  国庫補助金  差引 一環－て  X         （A－B）    英文出講    よも算定窃         所要謂    交付沃麿劇  l  ・ ■・■   
l  

10／10  

区  分                                                                         母子貰庭等対策総合 貢技事業  母子家庭等蹴業・自立支揉事業 （一般市寄託業・日立支ほ事業〉  

】  
合計  

（記載上の注意）  

1本剋よ、市及び措祉事務所を設置了る町村が行う「一役市等就業・自立支援事業」（市町村の直接補助事業）．「母子家屋自立支援給付金事業」（市町村の直接補助事業）及び「母子自立支揺   

プログラム策定等事業」（市町村の直接欄助事業）について記入すること．  

2E順に比不通軌こ定める基準輔車記入寸ること．  

3F閥には、各事業ごとにC摘、D憫及びE閤とを比厳して、最も少ない辞せ記入すること．  

4 G柑には、各事業ごとにF偶の詳を記入すること．  

5H仙こは、G澗の縛に1／2（母子軍属自立支蓬給付金事業についてほ3／4、母子自立支援プログラム策定善事菜については10／10）を乗じたi韓記入寸ること．（事業ごとに言出された執こ   
1．0∝）円未満の端数が生じた場合は．これt切持てるものとする．）  

母子家庭等対策総今支援事業費国庫補助金精算書  

国庫補助  甲r ÷＝l  国庫補助金  国銅鵬 連票翌訝  

母子家宅等対策総合   母子家庭寄託業・自立貫禄事業  
】／2   

1   

（一般市等乾芙・自立支援事案）   

3／4  

」  

母子貢度目立言轄給付金事業  ”  
10ノ10 

母子日工支援プロプラム策定筈事業    l  ～ H “  
区  分  事  業  名  

n ㍑事業     u 寄付金その他  差引謂  対象はモの  算定差掛こ  選定調  F              ”事＿モ  A】  の収入額  甘  （A－B）  C  英文出頭  D  よる算定調  E   墓太調  G  所要領  H  ・一1三  ■  受入済謂  ロ  U－H）  X  

u  u                     弓     【 】   

（記転上の注意〉  

1本案は市及び福祉革袴所モ設立する町村が行うト般市筈耽卦自立支援事業」（市町村の直接絹助事業）ノ母子家庭自立支援給付金事業」（市町村の直接補助事業）及び「母子日立貢綬   
プログラム策定寄手業」（市町村の直接補助事業〉について記入すること．  

2E‡同には．本通称こ定める基準雪熊記入すること。  

3F佃には、各事業ごとにC欄、D憫及びE閥とを比較して．最も少ない富韓記入すること。  

4 G吼こは、各事業ごとにF摘の辞盲記入すること．  

5H帽に軋G澗の執こ1／2（母子家屋自立支援給付金事業についてほ3／4、母子自立貢揺プログラム策定等事熟こついては10／10〉を無した綽を記入すること．（事業ごとに貰出された音別こ  
1．000円未満の端数が生じた場合は、これを切絶てるものと寸る。）  

3了   




